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長野市まちづくり研究会設置要綱 

 

 （設置） 

第１ 本市が長野駅を中心とした未来のまちづくり（長野駅を中心としたおおむね２

キロメートル以内の区域について、民間事業者等の知見及び地域資源を活用し、賑

わいを創出することをいう。以下「まちづくり」という。）に関する方針及び具体

的な施策の検討を行う上で識見を有する者の意見を聴くため、長野市まちづくり研

究会（以下「研究会」という。）を置く。 

 （任務） 

第２ 研究会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

(1) まちづくりに関すること。 

 (2) その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３ 研究会は、座長及び構成員で組織する。 

２ 座長は市長を充て、構成員は次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

(1) まちづくりに関し、優れた識見を有する者 

(2) その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４ 構成員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長） 

第５ 座長は、会務を総理し、研究会を代表する。 

２ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成

員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６ 研究会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。 

２ 研究会は、その任務を遂行するために必要があると認めるときは、構成員でない

者を研究会に出席させ、意見を述べさせることができる。 

 （専門部会） 

第７ 研究会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

 （庶務） 

第８ 研究会の庶務は、企画政策部政策調整局が行う。 

 （補則） 

第９ この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 


